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問 １　相続税の延納及び物納制度に関するそれぞれの適用要件について、その概要を説明し

なさい。なお、計画伐採に係る相続税の延納等の特例（租税特別措置法第70条の ８の

2）及び相続税の物納の特例（同法第70条の12）に関する規定についての説明は要しな

い。

問 ２　次の設例に基づき、以下の⑴から⑶までの問に答えなさい。なお、⑶の解答に当たっ

ては、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除（租税特別措置法第70条の

7）の適用要件はすべて満たしているものとする。

〔設例〕

非上場会社であるＷ株式会社（以下「Ｗ社」という。）の代表取締役であった贈与

者甲は、平成29年 9 月21日に、次の財産を長男Ａ（45歳）に贈与した。

〔贈与者甲が贈与した財産の内訳〕

・　Ｗ社の株式　200≤000株　 1株当たりの相続税評価額　300円

・　現金　10≤000≤000円

（注）1 �　Ｗ社の贈与直前における発行済株式の総数は、300≤000株である。なお、Ｗ

社の発行済株式は、すべて議決権に制限のない株式である。

2　贈与者甲が贈与直前に有していたＷ社の株式数は、200≤000株である。

3　長男Ａが贈与直前に有していたＷ社の株式数は、100≤000株である。

⑴　租税特別措置法第70条の 7第 1項に規定する贈与者の要件について説明しなさい。

⑵　租税特別措置法第70条の 7第 1項に規定する経営承継受贈者の要件について説明し

なさい。

⑶　設例において、租税特別措置法第70条の 7第 1項の規定の適用を受ける場合におけ

る平成29年分の贈与税の納税猶予税額及び贈与税の申告書の提出期限までに納付すべ

き税額について、計算の根拠を示しながら求めなさい。なお、贈与税の納税猶予税額

及び贈与税の申告書の提出期限までに納付すべき税額が 2以上ある場合には、そのす

べてについて示しなさい。

なお、長男Ａは、特定贈与者を贈与者甲として、平成2８年分以前に相続時精算課税

の適用を受けたことはない。

また、長男Ａは、平成29年中において、贈与者甲以外の者からの贈与を受けていな

い。
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◯　贈与税の速算表（平成27年 1 月 1 日以降適用）

⑴　相続税法第21条の 7の規定に係る贈与税の速算表

基礎控除後の
課税価格　　

税　率
（％） 控　除　額 基礎控除後の

課税価格　　
税　率
（％） 控　除　額

�2≤000千円以下 10 0千円 10≤000千円以下 40 1≤250千円

� 3≤000千円以下 15 100千円 15≤000千円以下 45 1≤750千円

� 4≤000千円以下 20 250千円 30≤000千円以下 50 2≤500千円

� 6≤000千円以下 30 650千円 30≤000千円超　 55 4≤000千円

⑵　租税特別措置法第70条の 2の 5の規定に係る贈与税の速算表

基礎控除後の
課税価格　　

税　率
（％） 控　除　額 基礎控除後の

課税価格　　
税　率
（％） 控　除　額

�2≤000千円以下 10 0千円 15≤000千円以下 40 1≤900千円

� 4≤000千円以下 15 100千円 30≤000千円以下 45 2≤650千円

� 6≤000千円以下 20 300千円 45≤000千円以下 50 4≤150千円

10≤000千円以下 30 900千円 45≤000千円超　 55 6≤400千円


